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事業事前評価表事業事前評価表事業事前評価表事業事前評価表 

 

国際協力機構 人間開発部 基礎教育第一課 

１．案件名 

国 名：ネパール連邦民主共和国 

案件名（和文）：小学校運営改善支援プロジェクト（フェーズ 2） 

（英文）：The Project for Support for Improvement of School Management Phase-II（SISM II） 

 

２．事業の背景と必要性 

（1）当該国における教育セクターの現状と課題 

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）における小学校の純就学率は 2006

年に 87.4％から 2010 年には 95.3％に向上する等改善されているが、地域間の格差が大きい

（2012 年）。また小学校 1 年生の 19.9％が留年している（2012 年）。この要因には教員の質の

低さや学校施設の不足に加えて、親の教育に対する意識の低さ、教員の欠勤率の高さ、少数

民族やカーストの低位にある子どもの中退率が高いこと等が挙げられる。 

ネパール教育省は、教育行政の地方分権化及び住民参加による学校運営を重要戦略と位置

づけ、教育法により各学校に地域住民で組織された学校運営委員会（School Management 

Committee：SMC）の設立を義務づけており、学校改善計画（School Improvement Plan：SIP）

の策定及び実施を通じて学校を運営する制度を導入している。 

しかし、現実には、郡や村の行政官の人員や能力、学校を指導・支援する人員や能力の不

足により、地域の教育データや教育計画に基づく予算配賦は行われておらず、学校改善に必

要な教育予算が確保できない状況が生じている。さらに、学校や地域の能力が不足する中で

の教育行政の地方分権化は、学校間、地域間の格差を生じさせており、地域全体で就学率・

中退率を改善するうえでの阻害要因となっている。 

これを受け、2008-2011 年に技術協力プロジェクト「小学校運営改善プロジェクト」（以下、

「フェーズ 1」と記す）により、教育省の政策実施部署である教育局をカウンターパートとし

てダディン郡及びラスワ郡の 2 郡において住民参加による SMC の学校運営能力の向上、地方

行政官による学校運営の支援の強化を図った。その結果対象郡では、コミュニティの意識が

向上し教員の欠勤・生徒の欠席が減る等の成果が見られ、同郡の初等教育の就学率及び中退

率の改善に貢献した。またネパール政府はプロジェクトで開発された SMC 向け研修のガイド

ラインの全国配布、SIP 策定ガイドブックの作成等、学校運営改善に関して積極的に取り組ん

でいる。 

一方、地方分権が十分機能していないため、学校改善計画と学校への交付金との関係が薄

いことから学校改善計画が十分に実施されていない。また他ドナー・NGO は学校運営改善に

関する取り組みを独自に実施しているが、これら及びフェーズ 1 の成果を踏まえ、学校運営

委員会及び地方行政官に対する研修、研修後のモニタリング・フォローアップを含めた包括

的な制度構築が必要とされている。 

 

（2）当該国における教育セクターの開発政策と本事業の位置づけ 

ネパール政府は（School Sector Reform Plan：SSRP）を 2009-2015 年にかけて実施中であり、
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同計画は基礎教育（G1-8）の完全普及と教育の質の向上を主要な柱とし、就学前教育から中

等・職業教育、ノンフォーマル教育までを視野に入れた包括的な教育計画となっている。能

力開発計画等をはじめ新たな改革アジェンダにも取り組んでおり、教育行政の地方分権化及

び住民参加による学校運営を重要戦略と位置づけている。本事業は、SSRP の重要戦略である

学校運営の改善に貢献するものである。 

 

（3）教育セクターに対するわが国及び JICA の援助方針と実績 

わが国の対ネパール国別援助方針において重点分野「地方・農村部の貧困削減」の中で基

礎教育が掲げられている。また JICA 国別分析ペーパーにおいて、開発課題「教育・保健サー

ビスの向上」の中に「万人のための教育（EFA）プログラム」があり、本事業は同プログラム

の中核として位置付けられる。 

 

（4）他の援助機関の対応 

SSRP のプログラム実施に対し、EU、世界銀行、アジア開発銀行（ADB）、デンマーク等 10

のドナーがプールファンドを通じた財政支援を行っており、UNICEF、USAID 等が直接的な財

政支援を実施している。 

 

３．事業概要 

（1）事業目的（協力プログラムにおける位置づけを含む） 

本事業は、ネパールにおいて住民参加型学校運営に関するモデルの構築及びその全国普及

を通じて、全国の小学校における学校運営の改善を図り、もってネパールの基礎教育のアク

セス及び質の改善に貢献するものである。 

 

（2）プロジェクトサイト／対象地域名 

モデル検証対象地域

1
：対象範囲についてはプロジェクト開始約 6 カ月後に決定 

普及対象地域：全国 75 郡 

 

（3）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

・中央：教育局等行政官約 20 名 

・地方 2：地域教育事務所 5 カ所、郡教育事務所 75 カ所、リソースパーソン約 1,000 名 等 

・全 75 郡の小学校約 32,000 校に設置された学校運営委員会 

 

（4）事業スケジュール（協力期間） 

2013 年 5 月～2016 年 12 月を予定（計 45 カ月） 

 

（5）総事業費（日本側） 

約 4 億円    

                                                        
1 

プロジェクトで設計された学校運営モデル（ⅳページ脚注参照）の実効性を試行・検証するための郡。山岳部・平野部等地

域の多様性に配慮し、プロジェクト開始約 6 カ月後に選定する。 
2 ターゲットグループの特定は、プロジェクト前半で設計される学校運営モデルの内容により決定する。 
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（6）相手国側実施機関 

教育局(Department of Education) 

 

（7）投入（インプット） 

1）日本側 

・専門家派遣（研修制度構築、研修支援、モニタリング支援等 必要な分野） 

・本邦研修及び第三国研修（必要に応じて） 

・機材供与（モニタリング用車両、事務機器等） 

・ローカルコンサルタント傭上（必要に応じて） 

・モデル設計に関する費用、モデル検証対象地域における検証のための費用 

 

2）ネパール側 

・カウンターパート（教育省、教育局等） 

・プロジェクトオフィス（DOE 内）、研修施設等 

・普及対象地域における研修・モニタリングにかかる経費 

 

（8）環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1）環境社会配慮 

① カテゴリ分類  C 

② カテゴリ分類の根拠 

本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2010 年公布）に掲げる影響を及

ぼしやすいセクター・特性及び影響を受けやすい地域に該当せず、環境への望ましくない

影響は最小限であると判断されるため。 

 

2）ジェンダー・平等推進／平和構築・貧困削減 

学校運営改善により、女子の就学率の低さ等の教育のアクセスに関するジェンダー課題

に対応することを想定していることから、ジェンダーバランスを考慮しているといえる。 

 

（9）関連する援助活動 

1）わが国の援助活動 

・技術協力プロジェクト「小学校運営改善プロジェクト」（2008-2011 年）においてパイロッ

ト 2 郡において住民参加による SMC の学校運営能力の向上、地方教育行政機関による学

校運営の支援の強化を図った。 

・コミュニティ開発支援無償「基礎教育改善プログラム支援のための学校改善計画」（2012- 

2014 年）にて 8 郡における学校建設用資機材の供与及び郡関係者・学校関係者に対する

学校運営改善の研修を実施。 

・教育局に派遣中の個別専門家「教育アドバイザー」（2012-2014 年）が本事業によって構

築される学校運営改善に関する研修／モニタリングの制度について中央レベルでの政策

面・予算面における支援を予定。 
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2）他ドナー等の援助活動 

SSRP のプログラム実施に対して、複数のドナーが財政支援を行っているが、本事業で構

築する学校運営に関する制度は SSRP の中に位置づけられ、SSRP の予算を用いた研修・モ

ニタリングの実施が想定されている。 

 

４．協力の枠組み 

（1）協力概要 

1）上位目標 

基礎教育のアクセス・質が改善される。 

 

【指標】（教育政策 SSRP の数値目標に一致） 

・基礎教育における就学率が改善する。 

・基礎教育における留年率が改善する。 

・基礎教育における中退率が改善する。 

 

2）プロジェクト目標 

全国において SIP の策定・実施を通じ基礎教育のアクセス・質の改善に向けた学校運営

が行われる。 

 

【指標】 

・SIP ガイドブックに基づいて作成された学校改善計画の策定率が向上する（X％→Y％）。 

・SIP ガイドブックに基づいて作成された学校改善計画の実施率が向上する（X％→Y％）。 

・学校改善計画を通じ基礎教育のアクセス・質に関連する活動が計画・実施される。 

※数郡を対象としたサンプル調査により確認する。目標数値はベースライン調査で決定す

る。 

 

3）成果及び活動 

●成果 1 

基礎教育のアクセスと質の改善に向けた学校改善計画の策定・実施が有効に機能するた

めのモデル

2
が開発される。 

 

【指標】 

・SIP 策定ガイドブックが、基礎教育のアクセス・質改善に関する内容を含めた形で改訂

される。 

・学校運営に関する研修パッケージ（モジュール、モニタリングツール、研修講師養成研

修（以下、トレーナーズトレーニング）のマニュアル等）が開発される。 

・全国研修／モニタリングのメカニズムが開発される。 

                                                        
2 学校改善計画の策定・実施に関する SMC への研修及びモニタリング、SMC 研修講師となる地方行政官の研修に関する仕組

み、研修モジュール（学校改善計画策定ガイドブックを含む）の一連のモデルを指す。学校運営にかかる既存制度等を見直

し、NGO や他ドナーが独自に行っている様々な取り組みを統合したモデルとすることを意図している。 
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・学校運営に関するガイドラインがネパール政府によって承認される。 

・学校運営に関する活動が年間予算計画に含まれる。 

 

【活動】 

1-1 学校運営に関するガイドライン、政策文書の分析を行う。 

1-2 JICA の他案件、NGO、他ドナー等の行う各種学校運営案件の分析を行う。 

1-3 NGO、他ドナーをも含めた関係者を対象に、SIP 策定ガイドブック改訂に関するワー

クショップを開催する。 

1-4 SIP 策定ガイドブックを改訂する。 

1-5 学校運営に関する関係機関及び人材の能力分析を行う。 

1-6 学校運営に関する既存の研修及びモニタリング活動に関するマッピングを行う。 

1-7 学校運営の研修講師となる人材の研修ニーズについて分析する。 

1-8 学校運営に関する研修・モニタリングモジュールを開発する（トレーナーズトレーニ

ングのモジュールを含む）。 

1-9 学校運営に関する全国研修・モニタリングの仕組みを設計する。 

1-10 成果 2 のモデル検証対象地域におけるインパクト調査結果に基づき、学校運営モデル

を改善する。 

1-11 SIP/学校運営に関する国家戦略の策定を支援する。 

1-12 学校運営モデルが機能するよう政策提言を行う（SIP 策定ガイドブックの承認を含む）。 

1-13 学校運営制度に関する活動予算（Annual Strategic Implementation Plan/Annual Work 

Programme and Budget）の策定について教育局を支援する。 

1-14 成果 3 の提言に基づき、学校運営モデルを改善する。 

 

●成果 2 

基礎教育のアクセスと質の改善に向けた学校改善計画の策定・実施が有効に機能するた

めのモデルについて、その有効性及び実効性が検証対象地域において検証される。 

 

【指標】 

・トレーナーズトレーニングの講師となる中央行政官の研修実施に対する評価が改善する。 

・トレーナーズトレーニングを受講した地方行政官の理解度が向上する。 

・学校運営に関する研修及びモニタリング活動の内容 

・プロジェクトで構築したモデルに対する提言、教訓（政策、制度、予算面） 

・研修及びモニタリングを実施したモデル検証対象地域内の学校において学校改善計画の

策定率が向上する（X％→Y％）。 

・研修及びモニタリングを実施したモデル検証対象地域内の学校において学校改善計画の

実施率が向上する（X％→Y％）。 

・研修及びモニタリングを実施したモデル検証対象地域内の学校において学校改善計画の

内容に基礎教育のアクセス・質に関連する活動が盛り込まれる。 

 

※トレーナーズトレーニングの対象者は成果 1 の調査により決定。 
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※数値目標は成果 1 の調査により決定 

 

【活動】 

2-1 検証対象地域を選定する。 

2-2 検証対象地域においてベースライン調査を実施する。 

2-3 中央レベルの行政官（トレーナーズトレーニングの講師を含む）に対する研修の実施

を支援する。 

2-4 検証対象地域において地方行政官を対象としたトレーナーズトレーニングの実施を

支援する。 

2-5 検証対象地域において学校運営委員会を対象とした研修・オリエンテーションの実施

を支援する。 

2-6 検証対象地域において各学校の SIP 策定・実施の進捗モニタリング・フォローアップ 

の実施を支援する。 

2-7 検証対象地域において研修・モニタリング活動に関する報告書を分析する。 

2-8 検証対象地域においてエンドライン調査を実施する。 

2-9 制度実施のレビュー及び SIP 策定・実施の経験共有のためのワークショップを開催す

る。 

2-10 政策面、制度面、予算面における提言をまとめ、調整委員会に提示する。 

    

※トレーナーズトレーニングの講師及び受講者、SMC のモニタリング・フォローアップ活

動の主体者は、成果１の学校運営モデルの結果に基づいて決定する。 

 

●成果 3 

中央及び地方の教育行政機関の学校運営を支援する能力が強化される。 

 

【指標】 

・政策面、制度面、予算面における提言 

・トレーナーズトレーニングの講師となる中央行政官の研修実施に対する評価が改善する。 

・トレーナーズトレーニングを受講した地方行政官の理解度が向上する。 

 

【活動】 

3-1 ベースライン調査を実施する。 

3-2 中央レベルの行政官（トレーナーズトレーニングの講師を含む）に対する研修の実施

を支援する。 

3-3 地方行政官を対象としたトレーナーズトレーニングの実施を支援する。 

3-4 学校運営委員会を対象とした研修・オリエンテーションの実施を支援する。 

3-5 各学校の SIP 策定・実施の進捗モニタリング・フォローアップの実施を支援する。 

3-6 研修・モニタリング活動に関する報告書を分析する。 

3-7 政策面、制度面、予算面における提言をまとめ、調整委員会に提示する。 

3-8 エンドライン調査を実施する。 
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※1 トレーナーズトレーニングの講師及び受講者、SMC のモニタリング・フォローアッ

プ活動の主体者は、成果１の学校運営モデルの結果に基づいて決定する。 

 

※2 トレーナーズトレーニングの講師への研修、トレーナーズトレーニング、SMC 向け

研修、SMC のモニタリング・フォローアップ活動はネパール側が実施し、JICA 専門

家は技術的なアドバイス等を行う。 

 

4）プロジェクト実施上の留意事項 

ネパール教育省は、SSRP の優先課題の 1 つとして、教育関係者の能力向上に関する包括

的な「能力強化プラン」（Capacity Development Plan）を策定する予定である。本事業で構築

する学校運営標準モデルが、同計画に適切に位置づけられるよう調整する必要がある。 

 

（3）その他インパクト 

特になし 

 

５．前提条件・外部条件（リスク・コントロール） 

（1）事業実施のための前提 

なし 

（2）成果達成のための外部条件 

・研修を受けた行政官が頻繁に異動しない。 

・研修を受けた学校運営委員会メンバーが大幅に交代しない。 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

なし 

（4）上位目標達成のための外部条件 

・教育省が SSRP の実施を継続し、学校運営改善を促進する政策が維持される。 

・社会・経済・政治状況が悪化しない。 

・教育省が SSRP の中で基礎教育のアクセス・質の改善に貢献する他の取り組みを実施する。 

 

６．評価結果 

本事業は、ネパールの開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致しており、また計

画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。 

 

７．過去の類似案件の教訓と本事業への活用 

【小学校運営改善プロジェクトの終了時評価における教訓】 

・ネパール政府が持つ住民参加型学校運営の様々なツールを活用すべき、という教訓を踏まえ、

学校運営に関する既存の制度、研修・モニタリングの枠組みを十分に分析し最大限活用する

ことを予定している。 

・教育の質向上に向けた取り組みを住民参加型学校運営に組み込んでいくべき、という教訓を

踏まえ、SIP 策定ガイドラインの改訂版及び地方行政官／SMC 向け研修モジュールに反映さ

せる計画である。 
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【小学校運営改善プロジェクトの終了時評価における「プロジェクト終了後に実施されることが

提案される事項」】 

・他ドナーや NGO 等の各種取り組み・成果を共有し、その成果をセクター計画に明確に位置

づけるべき、との提言を踏まえ、本プロジェクトでは他ドナー等の類似の取り組み及び成果

を統合し、セクター計画 SSRP の下で運営され全国で展開するための学校運営の制度構築を

想定している。 

・プロジェクトで培われた人材を活用すべき、という提言を踏まえ、中央レベルの人材、パイ

ロット郡の人材を有効活用する。 

 

８．今後の評価計画 

（1）今後の評価に用いる主な指標 

4．（1）のとおり。 

 

（2）今後の評価計画 

事業中間時点       中間レビュー 

事業終了 6 カ月前     終了時評価 

事業終了 3 年後      事後評価 
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第１章第１章第１章第１章    調査・協議の経過と概略調査・協議の経過と概略調査・協議の経過と概略調査・協議の経過と概略 

 

１－１ 要請の背景 

ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」と記す）における小学校の純就学率は 2006 年に

87.4％から 2010 年には 95.3％に向上する等改善されているが、地域間の格差が大きい（2012 年）。

また小学校 1 年生の 19.9％が留年している（2012 年）。この要因には教員の質の低さや学校施設

の不足に加えて、親の教育に対する意識の低さ、教員の欠勤率の高さ、少数民族やカーストの低

位にある子どもの中退率が高いこと等が挙げられる。 

ネパール教育省は、教育行政の地方分権化及び住民参加による学校運営を重要戦略と位置づけ、

教育法により各学校に地域住民で組織された SMC の設立を義務づけており、SIP の策定及び実施

を通じて学校を運営する制度を導入している。 

しかし、現実には、郡や村の行政官の人員や能力、学校を指導・支援する人員や能力の不足に

より、地域の教育データや教育計画に基づく予算配賦は行われておらず、学校改善に必要な教育

予算が確保できない状況が生じている。さらに、学校や地域の能力が不足する中での教育行政の

地方分権化は、学校間、地域間の格差を生じさせており、地域全体で就学率・中退率を改善する

うえでの阻害要因となっている。 

これを受け、2008-2011 年に技術協力プロジェクト「小学校運営改善プロジェクト」（以下、「フ

ェーズ 1」）により、教育省の政策実施部署である教育局をカウンターパートとしてダディン郡及

びラスワ郡の 2 郡において住民参加による SMC の学校運営能力の向上、地方行政官による学校

運営の支援の強化を図った。その結果対象郡では、コミュニティの意識が向上し教員の欠勤・生

徒の欠席が減る等の成果が見られ、同郡の初等教育の就学率及び中退率の改善に貢献した。また

ネパール政府はプロジェクトで開発された SMC 向け研修のガイドラインの全国配布、SIP 策定ガ

イドブックの作成等、学校運営改善に関して積極的に取り組んでいる。 

一方、地方分権が十分機能していないため、学校改善計画と学校への交付金との関係が薄いこ

とから学校改善計画が十分に実施されていない。また他ドナー・NGO は学校運営改善に関する取

り組みを独自に実施しているが、これら及びフェーズ 1 の成果を踏まえ、学校運営委員会及び地

方行政官に対する研修、研修後のモニタリング・フォローアップを含めた包括的な制度構築が必

要とされている。 

 

１－２ プロジェクト形成の経過と概略 

上記要請を受け、プロジェクトの形成にあたり、2012 年 7 月 15 日から 8 月 2 日にかけて詳細

計画策定調査団を派遣し、2013 年 3 月 11 日に実施協議の討議議事録（Record of Discussions: R/D）

を JICA ネパール事務所長とネパール教育省次官との間で署名した。 

本報告書では、詳細計画策定調査時におけるプロジェクトの要請背景、プロジェクトデザイン

及び評価 5 項目を中心に概略を記載する。 
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１－３ 詳細計画策定調査団の構成 

担当分野 氏 名 所  属 

総括 水野 敬子 JICA 国際協力専門員 

教育計画 松山 剛士 JICA 人間開発部基礎教育第一課 主任調査役 

評価分析 鶴田 厚子 株式会社国際開発センター 主任研究員 

 

１－４ 詳細計画策定調査 日程 

  
水野、松山 鶴田 

7/15 日 

 

カトマンズ着 

7/16 月 
事務所打合せ 

教育省（MoE）計画局との協議 

7/17 火 
教育局（DoE）局長表敬 

教育局計画・モニタリング部との協議 

7/18 水 

教育局 EMIS 課との協議 

教育局学校マネジメント課との協議 

教育省計画局との協議 

7/19 木 
国立教育開発センター（NCED）との協議 

Save the Children との協議 

7/20 金 
国際 NGO（United Mission to Nepal）との協議 

ADB との協議 

7/21 土 資料整理 

7/22 日 
カトマンズ着 

事務所打合せ 

資料整理 

事務所打合せ 

7/23 月 
事務所協議 

教育省計画局との協議 

7/24 火 

ミニッツ案作成（水野、松山）、ユニセフとの協議（鶴田） 

教育局との協議、教育局長表敬 

NCED との協議 

7/25 水 
教育省計画局との協議 

教育局計画課との協議 

7/26 木 

ダディン郡訪問 

 郡教育事務所長との協議、郡月例会議参観 

 学校訪問、学校関係者からのヒアリング 

7/27 金 

事務所打合せ 

ADB との協議 

教育局長との協議（ミニッツ案） 

7/28 土 団内打合せ（ミニッツ案作成） 

7/29 日 教育省との打合せ、ミニッツ案検討 

7/30 月 
能力向上・ガバナンステーマグループ会合（プロジェクト案の説明） 

事務所打合せ（協力プログラムデザイン検討） 

7/31 火 報告書作成 
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8/1 水 

ミニッツ署名 

JICA 事務所報告 

大使館報告 

8/2 木 
ADB コンサルタントとの協議 

カトマンズ発 

 

１－５ 詳細計画策定調査 主要面談者 

Division（部） Section（課／ポジション） Names（氏名） Gazetted Class

（職位）＊ 

Ministry of Education（教育省） 

Planning 

Division（計画

部） 

（Division Head） Janardan Nepal 

（SISM 開始時の教育局

DG） 

Joint Secretary 

（次官補） 

（Section Head） Program & 

Policy Analysis Section 

プログラム&政策分析課 

Hari Lamsal 

（SISM 開始時のプロジ

ェクトマネジャー） 

Under Secretary 

（補佐官） 

Foreign Aid Coordination 

外国援助コーディネーショ

ン課 

Narayan Shrestha Under Secretary 

（補佐官） 

Education Policy Committee 

& Foreign Aid Coordination 

（教育政策委員会事務局） 

Dr. Nakul Baniya Under Secretary 

（補佐官） 

Education Policy Committee 

（教育政策委員会事務局 

Dr. Tulashi P. Thapaliya  

Department of Education（教育局） 

Director 

General（DG） 

Director General（DG） 

教育局長 

Mahashram Sharma 

（SISM 時の DG） 

Joint Secretary 

（次官補） 

Planning & 

Monitoring 

Division （ 計

画・モニタリ

ング部） 

Director（Division Head） Kamal P. Pokhrel  

Deputy Director, Program & 

Budget Section（プログラム・

予算課） 

Jaya P. Acharya Under Secretary 

（補佐官） 

Program & Budget Section 

（プログラム・予算課） 

Meganath Sharma Section Officer 

（ Deputy  Director ）, 

Monitoring Section（リサー

チ・EMIS 課） 

Balaram Timalsina Under Secretary 

（補佐官） 

EMIS（リサーチ・EMIS 課） Shankar Thapa Under Secretary 

（補佐官） 

Education 

Management 

Division（教育

マネジメント

部） 

Director（Division Head） Tek N. Pandey Joint Secretary 

（次官補） 

Deputy Director, School 

Management-Secondary 

Section（学校運営・中等セク

ション） 

Ram S. Sapkota Under Secretary 

（補佐官） 
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（Deputy Director） , School 

Management-Primary Section

（学校運営・初等セクショ

ン） 

Ganesh Poudel Under Secretary 

（補佐官） 

National Center of Education Development（国家教育開発局） 

Executive 

Director 

 Surya P. Gautam Joint Secretary 

（次官補） 

Human 

Resource 

Development 

Division 

Director（Division Head） Gyani Yadav Joint Secretary 

（次官補） 

Program & 

Monitoring 

Division, 

Deputy Director, Human 

Resource Development Section

（人材開発セクション） 

Deepak Sharma 

（SISM 終了時のプロジ

ェクトマネジャー） 

Under Secretary 

（補佐官） 

Dhading DEO（ダディン郡教育事務所） 

DEO Dhading 

（ダディン郡

教育局） 

DEO Dhading 

（郡教育事務所長） 

Dependra Subedi Under Secretary 

（補佐官） 

Planning Officer（計画オフィ

サー） 

Janardin Rijal Section Officer 

Development Partners（開発パートナー） 

ADB Nepal 

Resident 

Mission 

（アジア銀行） 

Associate Project Officer Sunita Gyawali  

International Consultant Farrok Maiani  

Local Consultant Bhuban B. Bajracharya  

Local Consultant Pramod Batta  

UNICEF Education Section, Education 

Specialist 

Suman Thuuladhar 

 

 

Education Section 

ECD Specialist 

Shiva Bhusal  

Association of 

International 

NGOs（AIN） 

United Mission to Nepal Chair of AIN  

Save the 

Children 

Engineer Yadav Mainali  

日本側 

在ネパール日

本国大使館 

三等書記官 半井 麻美  

JICA ネパー

ル事務所 

所長 河崎 充良  

次長 藤井 智  

所員 竹内 麻衣子  

Program Officer Krishna Lamsal  

（＊ネパール政府の行政官の職位は 4 位階：Secretary（次官）、 Joint Secretary（次官補）（Director General, Executive Director, 

Director）、Under Secretary（補佐官）（Deputy Director, DEO）、Section Officer 
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第２章第２章第２章第２章    プロジェクトを取り巻くプロジェクトを取り巻くプロジェクトを取り巻くプロジェクトを取り巻く状況状況状況状況 

 

２－１ ネパール基礎教育セクター概要 

※基礎教育セクターの組織、財政、制度、教育課題等についてはネパール連邦民主共和国 基

礎教育セクター基礎情報収集・確認調査報告書を参照。 

 

（1）教育セクター戦略の背景 

ネパールは、近代国家の始まりとされる 1951 年から現在に至るまで、民主化運動、政党

政治の台頭と混乱の中で、また王制から共和制の移行の中で、政治的な不安定要素を抱え続

けてきた。1990 年代には激しい民主化運動からマオイストによる人民戦争の宣言（1996 年）

に至り、2006 年 5 月に停戦合意が締結されるまで内部紛争が続いた。停戦の 2 年後の 2008

年 4 月には国民選挙が実現し、憲法制定を担う制憲議会が成立、直後の 6 月、制憲議会第 1

回会議にて 240 年続いた王制から連邦民主共和制への移行が可決され宣言された。国の名称

も「ネパール王国」からネパール連邦民主共和国に変わった。しかし、制憲議会は 2 年の任

期が 4 年まで延期されたにもかかわらず目的を達することができず、2012 年 5 月に解散した。

2012 年 8 月現在も新しい憲法は制定されないまま暫定憲法のもとで国が営まれ、国家開発計

画が策定されないまま暫定 3 カ年計画が 2 度にわたって作成され（2007/08～2009/10 年度と

2010/11～2012/13 年度）、政治的不安定は予断を許さない状況である。 

    

そうした政治的不安定の中にありながらも、ネパール政府は教育開発に力を入れ、成果を

あげた。2001/02 年度以降の予算を見ると、教育予算はずっと国家予算の 16～17％を占め、

社会セクター（Social Sector）部門の最大を占めている。例えば 2007/08 年には教育は 16.2％

で、保健は 6.1％、地方開発は 6.2％、水と衛生は 2.6％であった。（ネパール財務省 Economic 

Survey 2008/09）投入に見合う成果かどうかの議論の余地はあったとしても、教育統計の数字

に表れる変化は著しい。1951年に 1％であった就学率は 1995年には 67.5％、2008年には 91.8％

になった。他方、教育の急激な拡大は、教員不足や教育の質の低下、地域・学校間格差など、

新たな課題を生み出している。例えば 2009/10 年の小学校 1 年生の中退率は 10％、留年率は

26.5％、5 年生までの残存率は 79％となっており（2009/10 の Flash Report より）、内部効率

は低いといえる。 

 

（2）学校セクター改革プラン（SSRP） 

ネパールは 1990 年代から 2000 年代にかけて、The Basic and Primary Education Project（BPEP 

I & II、1991-2003）、Education for All（EFA、2001-2015）、 Secondary Education Support Programme

（SESP、2003-2007）などの教育政策が切れ目なしに施行されてきた。School Sector Reform 

Plan（SSRP、2009-2015）は、それまでの政策で築いた成果を強化し、好事例を普及させな

がら、諸課題に対する対策を施そうとするものである。対策のアジェンダには、学制改革

（例：1－5 学年の初等教育と 6－8 年の前期中等教育（6－8 学年）を統合して基礎教育とし、

9－10 学年の中等教育と 11－12 学年の後期中等教育を統合して中等教育とする）、試験制度

改革（CAS＝Continuous Assessment System、Liberal Promotion 導入など）、教員資格基準の変

更などがある。そのうえに、教員からのニーズベース（demand-based）による教員研修制度
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である TPD（Teachers Professional Development）、母語教育、地域カリキュラム（Local 

Curriculum） 、MEC（Minimum Enabling Condition）の指標を使った予算配分、など新しい

手法や概念も多く取り入れられている。 

    

SSRP は、教育の権利、ボトムアップアプローチ、平等、インクルージョンなどの理念や

価値観に基づいており、これらがプログラム全般に反映されている。Core Document（2008

年 3 月、58 頁）に基本概念や戦略が書かれ、Main Document（2009 年 8 月、128 頁）に具体

的な計画が記されている。Main Document は 9 章から成り、①就学前教育、②基礎及び中等

教育、③識字と生涯教育、④技術教育及び職業トレーニング、⑤教員の専門性開発、⑥能力

強化、⑦モニタリング・評価 ⑧財政、⑨援助マネジメントがある。どの章においてもそれ

ぞれの項目の目標が明らかにされ、その目標達成のための方法や細かい目標が明示されてい

る。 

    

SSRP の重要パフォーマンス指標は 15 あり、細分化すると 33 になる。これらの指標は Flash 

I と II のデータ項目に含まれ、EMIS で統計化されて Annual Status Report でも報告され、SSRP

の進捗や成果の指標として用いられる。代表的な指標は以下のとおり。 

 

 ベース年（2007/08） 目標（2013/14 年） 

粗就学率（基礎教育） 116％ 132％ 

純就学率（基礎教育） 71％ 85％ 

留年率（１年生） 28％ 2％ 

残留率（５年生） 54％ 79％ 

残留率（８年生） 37％ 66％ 

 

（3）「能力強化」の重視 

SSRP の中で「能力強化」（Capacity Development：CD）は、重点分野として優先的な位置

を占めており、実施にむけて 2 巻の文書が作成されている。ひとつは基本的な概念・方針、

目標や戦略がまとめられた“National Framework for Capacity Development Volume 1：Main 

document”（以下「CD フレームワーク」）、もうひとつは具体的な実施計画書である能力開発

計画（CD Plan）を作成するための方法を説明し、様々な雛形が添付されている“Strategies for 

Capacity Development Volume 2： Guidelines”（以下、「CD ガイドライン」と記す）である。 

 

（4）「CD フレームワーク」と「CD ガイドライン」の概要 

「CD フレームワーク」によると、SSRP の CD の概念は、過去の CD の経験からの学びと

反省のうえに立って作られたとしている。過去の教育政策（BPEP I&II、SESP、EFA など）

にも CD は含まれていたが、それはプログラムやプロジェクトの目標達成のための CD であ

り、包括的・総合的なものではなかった。SSRP において CD は「教育サービスの達成度を

高め、教育改革を実施するために必要な能力を向上させること」が目的であるとしている。    

同時に「CD フレームワーク」の中で基本指針として明らかにされているのは、CD は当事
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者が自らの責任で計画し、実行するものでなければならないため、CD プランはボトムアッ

プアプローチをとらなければならない、という点である。最も重要な CD は学校と地域の CD

であり、郡及び中央機関の CD は、それを支えるために必要である、としている。また CD

プランは学校、地域、郡、中央の其々の機関が、自らが設定した SSRP の目標を達成するに

あたって必要な CD とは何かを考えて計画するため、それは学校の SIP、村の教育計画であ

る VEP（Village Education Plan）、郡の教育計画である DEP（District Education Plan）、国全体

の計画である ASIP（Annual Strategic Implementation Plan）の中に統合されなければならない

としている。そのため「CD ガイドライン」には、これらすべての機関が使える共通の CD

プラン作成のステップとひな形を提示している。CD プロセスは以下のとおり 5 つのステー

ジ、20 のステップに分けて説明されている。 

 

ステージ 1： 

CD プロセスの

準備 

ステージ 2： 

CD 計画立案プ

ロセス 

ステージ 3： 

CD プラニング 

ステージ 4： 

CD モニタリン

グ、評価計画 

ステージ 5： 

CD アレンジメ

ント 

1. 主要関係者

の確認 

1. ミッション、

バリュー、ビジ

ョン作成 

1. 優先度の高

い活動選択 

  

2. 計画作成委

員会の結成 

2. SSRP 指標・目

標との整合性確

認 

2. 目標達成の

ために行うべき

活動 

3. 計画プロセ

スのデザイン 
3. SWOT 分析 

3. 目標達成の

ために必要な能

力 

4. CD ワークチ

ーム ToR 作成 

4. 課題点の明

確化 

4. CD ニーズア

セスメント 

5. CD プロセス

に必要な資金の

確保 

5. 戦略的ゴー

ル、目的の明確

化 

5. CD プランの

青写真作成 

6. CD プラン作

成の計画書作成 

6. 年間活動計

画目標設定 

6. CD ニーズ別

具体的活動計画 

 

（5）CD プランに関する課題と今後の見通し 

「CD ガイドライン」が示す CD プロセスは、SIP/VEP/DEP などの計画書策定プロセスと

ほぼ同じである。「CD ガイドライン」では、そのことに触れ、CD プロセスを経ることで

SIP/VEP/DEP のプロセスを丁寧に見直し、改善する機会になるであろうと説明している。 

    

教育省は、JCM においてはコスト見積りを含む 4 年間の CD プランの作成を約束しながら

も、提出期限を数度延期し、現段階では、2012 年 11 月までに提出することになっている。

しかし通常学校レベルでは翌年度の SIP 策定プロセスは早くても 12 月ごろから開始するこ
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とを考えると、学校が SIP プロセスまたは CD プロセスを経て作成するプランを待っている

時間はない。CD フレームワークと CD ガイドライン作成に TA 資金を提供した ADB は、継

続的に CD 分野を支援するため、4 年計画ではなく 2 年計画の作成を促すべく、コンサルタ

ントを雇用し支援を開始している。今後教育省と ADBの動向について注視する必要がある。 

    

「CD ガイドライン」の中で注目すべきは、CD プロセスが機能するためには SIP プロセス

自体が抱えている課題に対応する必要がある、という指摘である。課題とは、1）SIP と学校

への交付金との関係、2）SIP が有効に活用されるためのコミュニティレベルの指導・モニタ

リング、評価体制、3）RP、SS、DEO、DEC（District Education Committee）、VEC（Village Education 

Committee）の制度・仕組みの見直し等である。これらはまさに本案件の課題と重なるもの

である。本案件にとっては、CD プロセスと SIP プロセスの重なりが、翻って両者の最終的

な目的達成のための相乗効果を発揮することを期待したい。 

 

２－２ 他ドナーの援助動向 

ネパールの教育予算は 2011/12 年度は 580 億ルピー（約 580 億円）でそのうち、外国援助（ロ

ーン及びグラント）が占める割合は約 20％であった。ドナーの支援はプールファンド型（SWAp

による）とノンプール型（TA、Direct Funding など）があり、2012 年現在、プールファンド型拠

出をしているドナーは、ADB、世界銀行、オーストラリア、デンマーク、英国、EU、フィンラ

ンド、ノルウェー、UNICEF、及び Global Partnership For Education で、ノンプール型の主なドナ

ーは JICA、USAID、UNESCO である。ネパールの教育セクターにおける SWAp は、EFA プログ

ラム時より実施されており、効果的な財政支援の成功例とされている。 

    

ドナー側はフォーカルポイントと副フォーカルポイントが毎年交代で選出され、ネパール政府

とドナーの協議の場として Joint Consultative Meeting（JCM）[12 月]、（Joint Annual Review：JAR）

（4-5 月）、Joint Quarterly Meeting（2 月、8 月）が開かれる。これらの会合には政府と SWAp 型財

政支援ドナーだけではなく I/NGO、技術支援ドナーが広く参加する。さらに政府とドナーが協議

する場として 9 つの Thematic Group が設定されている。9 グループとは①M&E/EMIS ②TVET

（技術教育、職業訓練）③財政、④水と衛生、⑤就学前教育、⑥CD、⑦教員マネジメント、⑧教

育の質・MEC、⑨透明性・説明責任である。 

    

JICA は CD と教育の質・MEC の Thematic Group グループに参加している。CD の Thematic Group

には SISM以来積極的に参加しており、SIPを通じた SMCの能力強化、学校運営改善の分野は JICA

の得意分野として認知を得、発言力も有している。UNICEF も類似の分野に力を入れているが、

総合的なアプローチを取り、Child Friendly School CFS、ECD、ライフスキール、識字など多種の

切り口を持っている。INGOの中では（Save the Children：SC）、（World Education：WE）、Plan-Nepal 、

United Mission to Nepal、Action Aid などネパールにおいて長年活動してきて実績・実力のある団

体が揃っている。例えば SC のネパールプログラムは、2011 年度年間予算は$15Million で、59 郡

において 7 分野で活動、93 のローカル NGO がパートナー。教育は 33 郡で、1,865 郡対象という

規模をもつ。 
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これらの I/NGO は（Association of I/NGO Network：AIN）というネットワークに属している。

AIN は 1996 年設立、90 団体が加盟、SC の中に事務局を持っている。教育セクターグループには

18 団体が参加、月例の会合を持っている。現在教育セクターのメンバー団体の活動のマッピング

を実施中であり、数カ月内にまとめられる予定である。多くの INGO が SMC の指導を実施して

おり、SIP オリエンテーションも数多く行っている。ただし、これらの I/NGO もユニセフ同様に

ECD、CFS、母語教育など、多種のプログラムを実施しており、SIP に特化している訳ではない。

ユニセフ、SC、WE など、代表的な団体・組織は、長年の経験から、SIP を通して SMC 能力向上

を行い、コミュニティ参加によって学校運営を改善し、教育の質も上げることができる、という

点では一致した意見を持っており、SISM-Ⅱに対する期待は高い。 
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第第第第３３３３章章章章    プロジェクトデザインプロジェクトデザインプロジェクトデザインプロジェクトデザイン 

 

３－１ 協力の範囲及び内容 

（1）実施方針 

1）総論 

SISM フェーズ 1 は郡レベルから学校レベルに至るパイロット事業を実施したが、本案

件は SIP の策定・実施プロセスを通じて効果的な学校運営がなされるよう、中央レベルか

ら郡レベル・学校レベルに至る一連の制度・仕組みの改善を行う。これにより全国の SMC

において SIP を用いた学校運営が行われ、それを支援する中央・郡レベル等の関係者の能

力を向上させることをめざしている。 

「制度・仕組み」とは、内容面（SIP 策定ガイドライン）、中央レベルから学校レベルに

至る伝達・モニタリング方法を指す。本案件では、既存の制度・仕組みについて十分な分

析を行ったうえで、1）改善案の策定（Plan）、2）改善された制度・仕組みに基づく研修・

モニタリング活動の実施支援（Do）、3）制度・仕組みの検証・改善（Check & Action）を

行う。右 PDCA サイクルはネパールの会計年度に合わせて 1 年単位で行われ、プロジェク

ト期間（4 年間）の間に 3 回実施する計画である。 

 

2）コンテンツ（SIP 策定ガイドブック）の見直し 

SSRP の基礎教育の質・アクセス指標の達成、及び SIP が学校運営の効果的なツールと

して用いられるよう、SISM フェーズ 1 及びフォローアップ協力の支援により策定／改訂

された「学校改善計画（SIP）作成ガイドブック」に、教育の質改善への取り組み（1 年生

の高い留年率・落第率の改善、ジェンダー・民族・言語・僻地等特に配慮すべき対象への

取り組み）、SIP 活動の透明性・説明責任の強化を盛り込む。 

改訂にあたっては、JICA の他活動（SISM フェーズ１、コミュニティ開発無償の技術支

援等）、他ドナー・NGO の類似案件から教訓を抽出し、他ドナー・NGO と共同で策定する。 

また同ガイドブックが十分活用されるよう、その法的・制度的な位置づけを強化するた

めの取り組みも行う。 

 

3）研修、モニタリング方法の見直し 

コンテンツの見直しに加え、中央レベルから郡レベル、郡レベルから学校レベルに至る、

SIP を用いた学校運営に関する研修（あるいはオリエンテーション）について、全国教員

研修ネットワークを有する NCED をはじめ、既存の仕組みを十分活用する形で、研修方法

の改善、研修モジュールの開発等を作成する。 

 

4）研修、モニタリングの実施支援 

改善された「制度・仕組み」に基づき、ネパール政府関係者が主体となって実施し、日

本人専門家は、制度・仕組みが有効に機能しているかという観点から活動のモニタリング

を行う（郡関係者からのレポート、活動現場のサンプル的な視察等により）。 

また本案件は特定の郡を対象としてはいないが、制度・仕組みの有効性を検証するため、

観測地域として郡を特定し、ベースライン調査とエンドライン調査を行う。    
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5）制度・仕組みの改善 

上記レビューに基づき、PDCA サイクルの後半に、関係者を集めたワークショップを開

きレビュー結果を共有するとともに、制度・仕組みの改善提言を行う（ガイドブックの改

訂、研修モジュールの改訂、必要な予算措置、政策上の位置づけ 等）。改善後に次のサ

イクルを実施する。 

 

6）Capacity Development Plan との関係 

教育省は SSRP の下、能力向上フレームワーク（Capacity Development Framework）を作

成し、その実施計画（予算を含めた）に相当する能力向上計画（Capacity Development Plan）

の作成に取り組んでいる。同計画は ADB のコンサルタントが教育省と共同で 2012 年 11

月をめどに作成される予定であり、まだその内容は具体的に決まっていない。 

本案件は同計画のうち、「SIP を通じた学校運営の能力向上」に関する具体的計画の策

定・実施に貢献可能と思われる。本案件で提案する「制度・仕組み」が政策上で明確に位

置づけられ、本案件で提案する制度・仕組みの実施予算が確保可能となる。 

本案件の開始は、同計画が完成する 2012 年 11 月には間に合わないものの、現段階から

教育省・ADB と密接に情報交換を行ったうえで、同計画に学校運営という分野が明示され

るよう、事務所から働きかける必要がある。 

 

（2）案件名称 

小学校運営改善プロジェクトフェーズ 2 

The Project for Support for Improvement of School Management Phase-II （SISM II） 

（3）上位目標 

基礎教育のアクセスと質が改善する。 

（4）プロジェクト目標 

（SIP 策定・実施プロセスを通じた）学校運営改善の能力向上のための制度・仕組みが強

化される。 

（5）成果 

1）SIP 策定・実施プロセスを通じた学校運営に関する制度・仕組みが改善される。 

2）改善された制度・仕組みに基づき、中央・郡・学校レベルにおいて研修・モニタリング

活動が実施される。 

3）制度・仕組みの見直し、さらなる改善が行われる。 

（6）対象 

対象地域：全 75 郡（中央レベルから学校レベルに至る制度・仕組みの見直しのため） 

裨益者：学校運営を支援する中央レベル及び郡レベルの教育関係者 

（7）実施体制 

責任機関：教育局（DoE） 

プロジェクト・ディレクター：教育局長 

プロジェクト・マネジャー：教育局計画・モニタリング部長 

実施体制： 

教育省、教育局、国家教育開発センター（NCED）、カリキュラム開発センター（CDC） 
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（8）投入 

1）ネパール側 

・人材：直接のカウンターパートとして教育省、教育局、NCED、カリキュラム開発セン

ター（CDC、教育の質向上に関連）。 

・日本人専門家の事務所等（教育局を想定） 

・研修、モニタリングに関する経費（SSRP の予算から支出） 

2）日本側 

・長期専門家、短期専門家（必要に応じ） 

・本邦研修、第三国研修等（必要に応じ） 

・資機材（モニタリング用車両、執務用機材等） 

・在外事業強化費（ベースライン調査、エンドライン調査、既存の制度・仕組みの調査、

モニタリング活動費、レビューのためのワークショップ開催経費、そのほか専門家活動

に要する経費等） 

 

（9）プロジェクト期間 

2013 年 5 月～2016 年 12 月 

 

３－２ 事業実施体制 

本プロジェクトの C/P 機関は教育省であり、各部署のバランスを考慮し、同省次官をプロジェ

クト・ディレクターとし、教育総局長をプロジェクト・マネジャーとする。また教育省次官を議

長とする合同調整委員会（Joint Coordination Committee：JCC）を組織し、プロジェクトの円滑な

運営を目的として年 1 回以上開催する。またそのメンバーの決定は、プロジェクト開始後、JICA 

専門家との協議により追加できることとする。 
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第４章第４章第４章第４章    評価評価評価評価 5 項目による評価結果項目による評価結果項目による評価結果項目による評価結果 

 

以下の視点から評価した結果、協力の実施は適切と判断できる。 

 

４－１ 妥当性 

以下の理由から妥当性は高いと判断できる。 

    

1）ネパール政府政策との整合性 

本案件が上位目標とする「基礎教育のアクセス向上と質の改善」は、ネパール政府の暫定 3

カ年計画（Three Year Interim Plan）（2007/08-2009/10 年）、及び次の暫定 3 カ年計画（2010/11- 

2012/13 年）アプローチペーパーでも示されている目標であり、ネパール政府の教育政策であ

る SSRP の目標でもある。また、SSRP の主要活動のひとつである CD については、SSRP 目標

達成のためには学校現場（教員や SMC メンバーなど学校関係者個人と組織・制度としての学

校を含む）の CD を第一義的な目的とし、郡、リージョン、中央のすべての機関の CD は学校

現場の CD を支援するために必要という基本指針に基づいており、学校現場の CD のためには、

SIP が不可欠かつ有効なツールであることが強調されている。このように、ネパール政府の政

策と本案件は整合性をもつと言える。 

 

2）日本のネパール支援の基本方針との整合性 

わが国は、対ネパール「ODA の基本方針」の中で基礎教育を重点分野として位置づけ、「基

礎・初等教育レベルにおいて、すべての子ども達が質の高い教育にアクセスできる環境作り

をハード・ソフトの両面において支援する」としており、本案件は日本の対ネパール協力方

針と合致しているといえる。 

 

3）ネパール政府のニーズとの整合性 

本案件は、先行した SISM プロジェクトのように特定の郡の特定対象校を直接支援するので

はなく、間接的にネパールのすべての公立学校を支援することを想定している。つまり、本

案件は、教育省とその下部機関が、すべての学校が SIP をツールとして用いた学校運営改善

を進めるのを支援するものである。これは、ネパール政府による小学校運営改善プロジェク

ト（2008-2011 年）の成果を全国レベルに普及させたいという要請に応えるものであり、ネパ

ール政府のニーズと合致している。また、「CD フレームワーク」に基づいて作成されること

になっている「CD プラン」が現在作成中であるが、本案件は、SIP 関連の CD プラン作成に

協力することになり、この点からもネパール政府側のニーズに合致していると言える。 

 

4）日本が実施することの優位性 

本案件が取り扱う SIP は BPEP II（1998/99-2003/04 年）の時に導入され、長年存在してはい

るが、学校運営にとって非常に有効なツールであることは認められながらも、実質的な機能

を失ってしまっている。しかし SSRP の開始とともに、その重要性と有効性が再び注目を浴び、

その有効な使い方についての模索が続いている。SISM プロジェクト以来ネパール政府及び他

の開発パートナーからも JICA が SIP の強化策を継続的に取り上げることについて期待されて
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いる。この分野ではほかに力をいれている開発パートナーはいないこともあり、日本が実施

する優位性は高い。また、JICA はネパールの教育セクターにおいて長年の協力の実績があり

教育省・教育局との信頼関係を築いている。SWAp によるプールファンド財政支援が主流にな

る中、技術協力の分野では十分な発言権を得られていない状況だが、ネパール教育省の中で

は TA のニーズと有効性が徐々に見直されている中、本案件によって、政策レベルへの影響力

をもつことが可能といえる。 

 

４－２ 有効性 

本案件は、以下の理由から有効性が見込まれる。 

 

1）PDCA のサイクルによる有効性の確保 

プロジェクト目標達成のために設定した 3 つの成果は、「既存の制度、仕組み、手法につい

て調査・分析して改善案を作成する」という Plan（P）、「改善案に沿った実施支援」の Do（D）、

「検証と改善」の Check & Action（C&A）の PDCA サイクルに相当する。このサイクルをネ

パールの学年度あるいは会計年度に合わせて数回実施することで、制度・仕組みの有効性が

確保されることをめざしている。なお、本案件の PDM の指標に関しては、再度見直される予

定になっているが、全 75 郡の中から観察郡を数郡選んで、ベースラインとエンドライン調査

を行うことで、指標をさらに絞ることが想定されている。 

 

2）実施体制の適切性 

本案件では教育局のみならず研修機関である国家教育開発センター（National Center for 

Education Development=NCED）、研修マニュアル開発などを行うカリキュラム開発センター

（Curriculum Development Center=CDC）との連携も必要になる。そのため運営委員会（Steering 

Committee）の議長は教育省の計画課次官補が務め、プロジェクトダイレクターである教育局

長のもと NCED、CDC と中央レベルの諸機関の横の連携がスムーズに運ぶように工夫してい

る。また、教育局は地方との関係性においても、郡教育局（DEO）を管轄下においているこ

とから中央政府から地方政府に至る全レベルと連携しつつ支援するカウンターパート（C/P）

として適切である。同時に教育局は、SISM プロジェクトの C/P でもあったため、JICA の技

術協力のモダリティに関する理解度が高い。他方、課題として残るのは、教育局内部のコー

ディネーションである。SISM プロジェクトでは教育局のプログラム・計画セクションの課長

（Deputy Director）がプロジェクトマネジャーを務めたが、本案件の場合、プログラム・計画

課の課長及び学校マネジメント課（初等及び中等セクション）の 2 課長も含まれている。こ

れら 3 者の信頼に基づいた密なコミュニケーションとコーディネーションが重要になる。 

 

3）アプローチ（手法）の有効性 

本案件は、学校運営改善のツールとして SIP に着目しているが、SIP のカバーする範囲は会

計と社会監査、出席率、教師研修、地域の人々の参加とコミットメント、子どもクラブ、子

どもに優しい学校、学校栄養と保健など学校運営に関するあらゆる分野に関連することから、

SIP を用いた SSRP の目標達成支援は有効性が高いと言える。 
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4）社会・政治移行期における課題 

ネパールは、近年の王制から共和制への社会・政治システムの移行に伴い、いまだに政権

が安定していない。地方選挙が実施されずに憲法制定のめども立たず、さらに連邦制への移

行が計画されていること等、不透明な要因が存在している。このため、高い政策的コミット

メントが必要な事項についてはその重要性は認識されているものの、プロジェクト実施中の

適切なタイミングで実現・継続されるかは推移を見守る必要がある。常に実施機関と密な連

携を取り、状況に応じて柔軟に対応することが重要と考えられる。 

 

４－３ 効率性 

以下の理由から効率性が高いと見込まれる。 

 

1）現地リソースの活用 

本案件では、成果 1 の活動は調査・分析と計画、成果 3 の活動は検証と改善が主であるた

め、これらは主としてプロジェクト予算を活用することになるが、成果 2 の「実施」の活動

は、ネパール政府の既存の仕組みや人材、予算を活用することを原則としている。既に 2012/13

年度の教育セクター年度活動計画（案）である ASIP（Annual Strategic Implementation Plan）と、

年度予算計画（案）である AWPB（Annual Work Plan and Budget）には、校長研修（30 日間、

1,275 名対象）、RP 研修（全 RP＝1,053 名対象）、SIP オリエンテーション（HT/SMC/PTA/ Teacher 

SMC 1,058 名対象）が含まれており、本案件は、これらの既存の活動に対して、特に SIP 関

連の内容、手法、教材の改善に焦点をあてた協力が可能である。また、前述のように、教育

省は 2 年間の CD プランを 2012 年の 11 月までに作成することになっており、その中で来年度

以降の SIP 関連予算が確保されることが期待できる。このように、活動予算が確保される可

能性は高く、効率性は高い。 

 

2）SISM プロジェクト及び他の JICA 協力プログラムの経験の活用 

本案件では、SISM プロジェクト（2008-2011 年）の経験・教訓、育成された人材とネット

ワークをはじめ、作成を支援した研修マニュアル、「SIP 策定ガイドブック」などを活用するこ

とができる。さらに 2012 年度に開始したコミュニティ開発無償や教育セクターに従事する JICA

ボランティアとの連携により現場の情報や経験を有効活用することが可能である。加えて、他

の開発パートナーの経験・教訓を全体の仕組みの中に効率的に組み入れるためのワークショッ

プや普及のためのセミナーも計画されており、効率性をさらに高めることが可能である。 

 

４－４ インパクト 

プロジェクトのインパクトは以下のように見込まれる。 

 

1）上位目標の実現 

本案件の上位目標「基礎教育のアクセスと質が改善される」は SSRP の達成目標と同じであ

り、SSRP が継続し、政治経済の状況が安定していれば達成可能である。SSRP の継続には疑

問の余地はないが、有効性の項でも触れたように、ネパールは、社会・政治システムの移行

期にあり、政権が安定していない。連邦制への移行は法的には決定されていることだが、そ
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の前に解決しなければならない課題が山積みであることもあり、本案件の実施中に起こる可

能性は低い。ただ、政治の不安定の影響で本案件が提案する制度や仕組みの改善に関しては

時間がかかり、遅れる可能性はある。このため、常に実施機関と密な連携を取り、状況に応

じて柔軟に対応することが重要と考える。 

 

2）教育省によるほかの活動の促進と C/P の能力向上 

本案件の活動は、SSRP における「CD プラン」の中に位置づけられることを想定し、それ

が実現できれば本案件は学校運営改善に関する同プランの作成及び実施の促進に貢献できる。

また、本案件は教育セクターの制度や仕組みの見直しを行うことになっており、それらの業

務には当事者である教育省/教育局のコミットメントが必須であり、これらの業務を行政官と

プロジェクトチームが共同で行うことで、技術移転の機会にもなり、彼らの能力向上にも寄

与すると思われる。 

 

3）相乗効果と波及効果 

ネパールでは UNICEF、UNESCO などの国連組織だけでなく、数多くの I/NGO が長年継続

的に教育セクターでプロジェクトを実施している。Save the Children、Plan -Nepal、Action Aid、

World Education のような巨大 I/NGO は教育省、教育局などの中央機関との関係も深く影響力

も大きいうえに現場レベルの知見を蓄積している。これらの開発パートナーとの連携により、

共通課題である SIP を通して大きな相乗効果、波及効果を作りだせる可能性は高い。 

 

４－５ 自立発展性 

以下の観点から、プロジェクトの効果は終了後もネパール政府により継続されるものと見込ま

れる。 

1）活動面・財政面 

本案件は、基本的に SSRP の方針、計画に則って実施されるため、調査、検証、普及セミナ

ーなどプロジェクトが中心となって行う活動を除くすべての活動は、SSRP の年間予算を用い

て学校、郡、中央の機関が担って行うものであり、案件終了後のネパール政府による継続が

担保できる。 

 

2）政策面 

SSRP の実施期間は 2009 年 7 月～2016 年 7 月で、本案件は 2012 年 1 月から開始、2016 年

12 月終了の予定であり、SSRP が終わった後数カ月続くことになる。案件終了前に SSRP の後

継の教育政策と重なる時期があるため、必要に応じて、政策面での継続性を確保するための

対策を取ることが可能である。案件期間中に次の教育政策が準備されることをかんがみれば、

政策面で影響を及ぼすことは可能である。 

 

４－６ 結論 

以上のことから、本プロジェクトを実施する妥当性は高いと考えられる。 
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第第第第５５５５章章章章    詳細計画策定調査団詳細計画策定調査団詳細計画策定調査団詳細計画策定調査団    団長所感団長所感団長所感団長所感 

 

本案件はフェーズ I で達成した学校現場での成果をネパール政府による自立的な仕組み・制度

のなかでより広い地域に普及していくことをめざしている。すなわち、教育を提供する学校にお

いて、学校交付金を含めた限りあるリソースを、現場の教育課題の解決に向けた活動に効果・効

率的に活用することで教育目標を達成していくことを念頭におきつつ、学校を支援するための既

存の行政メカニズムの機能強化に向けた技術協力を行うものである。 

フェーズ 1 では、学校運営の基盤となる SIP の策定やその実施・モニタリングにかかる SMC

の能力向上を支援すべく、SIP 形成ガイドブックや研修ガイドの策定支援や、既存の行政関係者

を活用した実践レベルでの支援を行った。プロジェクトが導入した SIP プロセス（SIP 形成・実

施・モニタリング）を通じて対象地域の学校や学校を支援する行政関係者のモチベーションは向

上し、学校運営における SMC の能力は強化された。他方、プロジェクトの支援したプロセス（モ

デル）が恒常的に実践、強化されるためには、既存の行政業務や予算に組み込まれる必要があり、

既存の仕組みの見直しとともにモデルの効率化を図る必要がある。さらに、中央から学校レベル

までを包含した能力向上の仕組みも検討されなければならない。これらの課題を踏まえて、本案

件では、より広い学校現場において恒常的に教育改善が実践されていくことをめざして、国から

地方、地方から学校をつなぐ仕組みや制度、人材がどのように機能させることで現場の改善が実

現できるのか、という大きな問いに対して、学校改善計画の策定・実践・モニタリングの強化と

いう切り口から実現可能な答えを提示しようとするものである。 

2012 年 3 月の MTR の提言に基づき、現在ネパールでは、SSRP の達成に向けて求められる関

係組織・人材の能力向上を目的とした具体的な CD 活動及び予算計画を策定することが喫緊の課

題となっている。本案件では、学校改善計画の策定・実践を支援する中央から学校までをつなぐ

仕組みと機能強化のためのデザインを検討し（Plan）、基本的にはこれを政府の予算で実践（Do）、

その実践を通じて、必要な政策アクションや制度改革に働きかけを行い（Check and Action）、学

校運営改善にかかる包括的な制度強化を目的とする。従って、本案件の実施プロセスは、学校運

営に焦点をあてた CD 計画の策定と実践を促進する具体的な事例となることが期待される。 

現在、CD 計画を策定するプロセスを支援すべく、ADB による組織分析のための TA が開始さ

れたところであり、調査団は ADB コンサルタントチームとも十分な情報交流を行った。ADB に

よる TA を通じて実施される組織分析やこれに基づいて教育省に提案される CD 活動計画と本案

件の方向性に齟齬が生じないよう、引き続きフォローしていく必要がある。 

本調査において、教育省、教育局ともに前フェーズで築き上げられてきた人的ネットワークが

今なお効果的に機能しており、関係者は、前フェーズの成果とともに残された課題にかかる共通

認識を持っていることが確認された。したがって、システム全体を視野にいれ、既存の仕組み、

予算、人材を動員、強化していくなかで、前フェーズの成果を国レベルで広げていこうという次

フェーズの壮大な挑戦についても教育省から前向きに受け入れられた点は特筆すべき点である。

また、前フェーズで蓄積された人間関係や現場での成果に加えて、CD 活動計画の策定・実施を

具体的に進めていかなければならないという SSRP の緊急課題の後押しも受け、本案件のテーマ

や方向性、技術支援のアプローチが前向きに受け入れられたといえよう。とはいえ、SSRP 達成

に向けての財政ギャップは$7 億から$9 億と言われており、教育省の財政状況は非常に厳しいも

のであることも懸念される。かかる点から、今後、本案件による技術協力に加えて、セクターレ
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ベルを対象とした財政支援についても具体的に検討を進めていくことが求められる。例えば、技

術協力が支援する学校運営を切り口とした制度デザインを実践・機能化していくための予算を念

頭に CD 活動計画の実施を財政面で支援していくことで、中央から学校レベルまでの実践を担保

することも一案であろう。 

 



付付付付    属属属属    資資資資    料料料料    

 

１．討議議事録（Record of Discussions）  

 

２．詳細計画策定調査ミニッツ  
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